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御議論の内容
 前回のWGにおいて分散型エネルギーリソース（DER）の導⼊拡⼤に向けた課題の整理を⾏うととも
に、本⽇のWGにおいて各機関が試算した2040年度のDERの導⼊⾒通しをお⽰しした。

 本資料では、第１回WGで事務局から提⽰した課題以外の論点について、委員及びオブザーバーから
のコメントや他の審議会等での議論の状況を踏まえつつ、本WGで追加的に取扱う事項をお⽰しする。

 その上で、需要側リソース及び供給側リソースについて、各機関による導⼊⾒通しや各リソースの課
題等を踏まえて、2040年度に向けた施策の⽅向性をお⽰しする。

 なお、今回お⽰しする導⼊⾒通しの試算は、将来の環境の不確実性が⾼い中で、様々な可能性を考慮
した異なる前提（シナリオ）による試算であり、どの前提においても、2050年カーボンニュートラ
ルに向けて柔軟に対応しうるDER推進戦略を策定することを⽬的としたものである。
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DERに関わる主な課題

•⼩規模需要家のDRポテンシャルを適切に活
⽤するための、DRのステークホルダー(需要家、
事業者、⾃治体等)のリテラシー醸成
•⾜下のDR実施状況を把握し、DR施策に適
切に反映するための、DRの定量実績の把握
•需要側蓄電池の導⼊における経済性の定
量評価、ユースケースの確⽴
• サイバーセキュリティ対策の確保

•需給調整市場における機器点リソースの活⽤
に向けた対応
• DRに対するインセンティブ等の検討

•実証結果の社会実装を通じた、アグリゲーショ
ンビジネスのユースケースの拡⼤と収益性向上
•次世代スマートメーターを活⽤したDRの技術
構築

• DRリソースの拡⼤に向けて、家庭⽤機器等の
DRready要件の検討
• PVや需要側リソースの有効活⽤に向けた、機
器特有ベースラインの検討

需要側リソース

健全な
蓄電池製品の

普及

接続環境の整備

事業環境の整備

供給側リソース

• 過度な価格競争に陥り、安全性や持続可
能性が損なわれるリスク
• サイバーセキュリティリスク及び対策の検討や
系統⽤蓄電池等の安全性の確保や保守の
在り⽅に関する基準等の検討
•蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

• 系統⽤蓄電池をはじめとする発電等設備の
迅速な系統連系を実現するための規律強化
• 系統⽤蓄電池の柔軟性や機動性を考慮し
た需要側の接続ルールの⾒直し
• 蓄電池の接続が⼀般需要の接続と競合し、
⼀般需要の接続が遅延することにより⽣じる
経済活動等への影響解消

•電⼒システムにおいて系統⽤蓄電池に期待
される役割と⾜下の活⽤状況の整合等を
踏まえた活⽤のあり⽅の検討
• ⻑期で安定した事業運営を促す⽅策の検
討
•地域との共⽣

⻘字︓第１回の御議論を踏まえて論点を深掘りするもの
⾚字︓他の審議会等の議論を踏まえて追加的な論点をお⽰しするもの

【共通事項】施策の⽅向性の前提となる導⼊⾒通しの把握 3



【参考】第1回WGにおける委員及びオブザーバーのコメント
（追加論点関係）

＜サイバーセキュリティ＞
• JC-STARの★１の取得を必須にしていくことはありがたいが、★１は初級のサイバーセキュリティ対策であり、重

要インフラに相当するような⼤規模な需要家にとっては★２以上の⽔準が求められるだろう。★１を取得していれ
ば懸念はないというメッセージは慎重にすべき。

• 分散型エネルギーリソースに対して、導⼊後にサイバーセキュリティ対策を実施するのは困難であるため、早期に
ルール設定をし、PDCAを回すことが重要。国産だから安全というわけではなく、⽇本製であってもシステムとし
てセキュリティを⾼めていくことが重要。

＜系統⽤蓄電池の運⽤＞
• 系統⽤蓄電池については導⼊コストが低減し、系統連系の申込みも増えている中、導⼊⽀援の必要性について精査

すべき。
• 系統⽤蓄電池は現状需給調整市場による収⼊に⼤きく依存しているが、本来期待される役割であるアービトラージ

での運⽤へどのように促すべきか検討が必要。また、⼀般送配電事業者が制御しやすいような仕組みを整えること
も重要であり、海外事例も踏まえながら、同時市場も⾒据えた上で⽇本での導⼊のあり⽅を整理すべきではないか。

＜蓄電池の経済安全保障＞
• トータル費⽤の低減は重要だが、蓄電池のサイバーセキュリティの議論等、費⽤だけ安ければよい等にならないよ

うにしていただきたい。経済安全保障の観点でもご議論いただきたい。
＜料⾦メニュー＞
• インセンティブ型は需給調整市場で⼊ってきているが、系統⽤蓄電池が需給調整市場において⾼値で落札している
ことが問題になっており、今後、上限価格も下げられ、市場の枠も縮⼩していく中で、低圧リソースがマネタイズ
できるかについて検討していく必要がある。料⾦で誘導することは簡単であるが、市場連動料⾦を選ぶ⼩売電気事
業者は多くなく、⼤⼿企業ほど顕著である。市場連動メニューがさらに認知されていくことが重要。フレキシブル
な料⾦をどうしていくのかが⼤きなミッションである。

（出所）2025年12⽉19⽇ 第1回 総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 回次世代電⼒・ガス事業基盤構築⼩委員会 分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ 議事要旨
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性



各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し
 各機関が、それぞれの⼿法と想定に基づき、2040年度の需要側・供給側リソースの導⼊⾒通しを推計。

• 需要側蓄電池︓⾜下の導⼊状況を踏まえた今後の導⼊量の⾒通し
• DR︓将来の実装可能性を考慮した最⼤DR量の⾒通し
• 供給側蓄電池︓コスト最⼩化の考え⽅による電⼒需給分析の結果を基にした導⼊量の⾒通し

各機関による2040年度の各リソースの導⼊⾒通し

電⼒広域機関 McKinsey 三菱総合研究所 （参考）⾜下の導⼊状況

DR
最⼤量 1,500万kW4) 750万kW5) NA ー

需要側蓄電池
導⼊量 800万kW1) 800万kW2) 3,300万kW3) 400万kW程度8）

供給側蓄電池
導⼊量 800〜1,000万kW6) 280〜960万kW7) NA 連系済み 50万kW9）

（契約申込み 2,431万kW）
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1) 電⼒広域機関から需要・供給⼒の想定を依頼された技術検討会社において、2013〜2021年の家庭・業務・産業⽤の定置⽤蓄電池の導⼊実績のトレンドが2040年まで続くと想定され、
その想定結果に基づきモデルケースとして設定。太陽光のピーク発電時間帯への対応を想定し4時間容量と設定（3,200万kWh）

2) 電⼒広域機関の分析結果の数値（800万kW／3,200万kWh）を採⽤
3) 家庭⽤︓設置先を新築住宅、既築住宅（PV未設置）、既築住宅（PV既設）に区分し、2020年以降の導⼊トレンド及びリプレース等を踏まえて導⼊量を推計。

1.7時間容量と仮定し蓄電容量は約5,500万kWhと推計。
業務・産業⽤︓主な設置先を４つの業態別に類型化し、⾜下の導⼊動向や制度上の⽬標⽔準等を踏まえて導⼊量を推計。3.5時間容量と仮定し蓄電容量は約550万kWhと推計。

4) ⺠⽣部⾨・運輸部⾨・産業部⾨（データセンター含む）におけるDR実装可能性について、検討会などで議論され、そこでの意⾒を踏まえた各DR率をモデルケースとして設定
5) 電⼒広域機関がDR実装可能性を評価した諸元等に基づくリソース別のDR導⼊可能量等を前提に、コスト最適化で計算された各リソース合計の年間最⼤のDR量
6) 電⼒広域機関から需要・供給⼒の想定を依頼された技術検討会社において、コスト最⼩化の条件のもと供給側蓄電池導⼊量が内⽣計算され、その計算結果に基づきモデルケースとして設定

太陽光のピーク発電時間帯への対応を想定し4時間容量と設定（3,200万kWh〜4,000万kWh）
7) 再エネ進展、脱炭素⽕⼒進展、全技術進展のベースシナリオにおいて、需要側蓄電池及びDR導⼊量を所与条件としてコスト最適化で試算された供給側蓄電池及びLDESの導⼊量の分析結果

時間容量はコスト最適化で各シナリオで技術毎に試算し、蓄電容量は約1,300万kWh〜約5,480万kWhと推計
8) 家庭⽤蓄電池及び業務・産業⽤蓄電池の2023年時点の導⼊量が8,000MWh程度であることを踏まえ、実績より２時間容量として計算
9) 2025年９⽉末時点の系統⽤蓄電池の連系済み量及び契約申込み量。再エネ併設蓄電池の導⼊量は含まない。
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性
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サイバーセキュリティの確保
定置⽤蓄電池のサイバーセキュリティ対策としてのJC-STAR制度の活⽤
 系統⽤蓄電池については、バックドアの設置等を含むサプライチェーン・リスクを含むサイバー攻撃

等への対策が重要であることを踏まえ、導⼊⽀援事業や⻑期脱炭素電源オークションの要件として、
導⼊予定の制御システム関連機器についてJC-STAR制度の★１の取得を要件化。

 系統連系技術要件において、系統⽤蓄電池に加え家庭⽤蓄電池等についても、2027年度４⽉以降の
新規系統接続分について、JC-STAR★１を取得した通信機能を有する制御システム（PCS, EMS
等）の利⽤を要件化することが決定。また、今後、JC-STAR制度★２以上の基準の整備や導⼊につ
いても議論を進めていく。

 このような⽅向性を踏まえ、サイバーセキュリティ対策が講じられた製品の導⼊促進の観点から、系
統⽤蓄電池以外の家庭⽤蓄電池等の導⼊⽀援事業においてもJC-STAR制度における★１取得を要件
化する。

DRready機器のセキュリティ対応
 また、エネルギー消費機器のDRready化については「DRready勉強会」で検討を進めており、これ
までヒートポンプ給湯機、家庭⽤蓄電池、ハイブリッド給湯機のDRready要件案を整理したところ。
要件案は、①通信接続機能、②外部制御機能、③セキュリティで構成されており、「③セキュリ
ティ」についてはJC-STAR★1以上を求めているが、JC-STAR★2の詳細要件が決定した場合には
「JC-STAR★2が要件となる場合がある」と留保を付けている。今後、JC-STARの議論を踏まえつつ、
DRready勉強会において要件案の改定に向けた議論が必要。



（出所） 2026年2⽉12⽇ 第19回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ1（制度・技術・標準化） 電⼒サブワーキンググループ 資料５

【参考】グリッドコードにおけるサイバーセキュリティ対策の検討状況①

9



【参考】グリッドコードにおけるサイバーセキュリティ対策の検討状況②

（出所） 2026年2⽉12⽇ 第19回 産業サイバーセキュリティ研究会 ワーキンググループ1（制度・技術・標準化） 電⼒サブワーキンググループ 資料５より⼀部編集
10
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性



 第６次エネルギー基本計画にて、業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤のため、蓄電池から得られる収益に
より投資回収できる⽔準として６万円/kWhを2030年度の⼯事費込みの⽬標価格とし、その達成に
向けて導⼊⽀援事業で実績を基に各年度の補助上限額を設定し、コスト低減を促してきた。

 しかし、⾜下では家庭⽤蓄電池や系統⽤蓄電池に⽐べ、業務・産業⽤蓄電池の導⼊量は限定的。
 2024年度定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会にて、導⼊拡⼤に向けた課題としてユースケースの複

雑さ、経済的な導⼊メリットの評価の難しさが挙げられた。
 ⽬標価格設定時点からの、需給調整市場の創設等の電⼒市場制度の変化や、業務・産業⽤蓄電池の⽤
途の多様化といった動向の変化を踏まえ、業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤のためにユースケースの類
型化及び収益性を分析した結果について、以下の通り三菱総合研究所からご報告いただいた。
• ⾜下の導⼊費⽤⽔準10.6万円/kWhでは経済性が成⽴する需要家は確認できず。
• 2030年⽬標価格である６万円/kWhまで低減し、低負荷率の需要家において供給⼒提供のユース

ケースを組合せた場合には、半数程度で経済性が成⽴。
• 業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けては、低負荷率需要家を中⼼にCAPEX低減の施策を⾏うと
ともに、市場参加要件の緩和と収益化環境の整備を進めることが重要。

 また、⼯場等の⼤規模需要家への蓄電池の導⼊は、スケールメリットにより低コストでの導⼊が期待
されるが、⼯期等の観点で⻑期間を要する場合もあるため従来の単年度の導⼊⽀援事業の活⽤が困難
という課題もあることを踏まえ、令和７年度補正予算における⼤規模業務・産業⽤蓄電システム導⼊
⽀援事業では国庫債務負担⾏為により複数年度化することとし、⽬標価格達成に向けたコスト低減を
促していく。

 加えて、アグリゲータによる運⽤の⾼度化や、収益化⼿段の拡充について検討を進めることも必要。
12

業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
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【参考】業務・産業⽤蓄電池の⽬標価格と導⼊費⽤推移
 業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤のため、蓄電池から得られる収益により投資回収できる⽔準として６

万円/kWhを2030年度の⼯事費込みの⽬標価格として設定。

 2023年度時点の業務・産業⽤蓄電池の導⼊費⽤は、⼯事費込みで10.6万円/kWh程度と着実に低減
している。

（出所）2025年３⽉12⽇ 第４回蓄電池産業戦略推進会議 資料６を基に資源エネルギー庁作成

業務・産業⽤蓄電池の導⼊費⽤（⼯事費込み）[万円/kWh]

24.2※１

14.9※１

10.6※１ 2030年度⽬標価格
６万円/kWh

※１導⼊⽀援事業等のデータを基にした各年度における導⼊費⽤の分析結果。
四捨五⼊の関係で合計値が⼀致しない場合があること、⼀部は推計値であり今後変化する可能性があること等に留意が必要。
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【参考】業務・産業⽤蓄電池の導⼊状況
 業務・産業⽤蓄電池については、順調に導⼊が進む家庭⽤蓄電池や、近年急速に導⼊が進んでいる再
エネ併設・系統⽤蓄電池に⽐べ、導⼊量は限定的。

（出所）2025年12⽉19⽇ 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー⼩委員会／ 省エネルギー・新エネルギー分科会／電⼒・ガス事業分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代
電⼒ネットワーク⼩委員会／ 電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・ガス事業基盤構築⼩委員会／分散型エネルギー推進戦略ワーキンググループ資料３より抜粋
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【参考】業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けた課題
 2024年度定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会において、業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けた課

題として、⽬標価格の達成とユーザーメリットの明確化と整理。

 特に、ユーザーメリットの明確化においては、経済性の定量評価や、ユースケースの整理といった点
が課題と挙げられた。

業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けた課題

（出所）2025年３⽉７⽇ 2024年度 定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会 結果とりまとめ資料より抜粋し⼀部編集
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【参考】業務・産業⽤蓄電池の容量区分別コスト
 業務・産業⽤蓄電池のkWhあたりシステム価格及び⼯事費は容量が⼤きくなるにつれて低減する傾向
にある。
※）令和3年度〜5年度における再エネ等導⼊事業、DER等導⼊事業、DR対応蓄電池導⼊⽀援事業等のデータを基に推計。

（出所）2025年３⽉７⽇ 2024年度 定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会 結果とりまとめ資料より抜粋
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【参考】令和７年度補正予算 ⼤規模業務・産業⽤蓄電システム導⼊⽀援事業
 令和７年度補正予算において、業務・産業⽤蓄電池を含めた⼤規模電⼒貯蔵システムの導⼊⽀援事業
として、国庫債務負担⾏為含め総額616億円を措置。

 導⼊⽀援の複数年度化により、導⼊に⻑期間を要するような⼯場等への⼤規模な業務・産業⽤蓄電池
の導⼊促進に繋がることを期待。
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性



DRに対するインセンティブ等の検討
 DRには、①DR実施に対する報酬の形態に応じて、⼤別して「電気料⾦型」と「インセンティブ型」
が存在する。

 ①-1 電気料⾦型︓需給ひっ迫時に電気料⾦を値上げしたり、再エネ有効活⽤のために電気料⾦を
値下げする等、多様な電気料⾦を設定することで、需要家に電⼒需要の調整を促す仕組み。

 ①-2 インセンティブ型︓DRサービス提供者と需要家があらかじめ需給ひっ迫時に節電する等の
契約を結んだ上で、DRサービス提供者からの依頼に応じて電⼒需要を調整した場合に対価が⽀払
われる仕組み。

 また、②DR実施の意思決定の主体に応じて、「⾏動変容型」と「機器制御型」が存在する。

 ②-1 ⾏動変容型︓需要家がDR実施を判断・実⾏するDR⼿法。需要家はDRへオプトインするこ
とでDRに参加することが可能となる。

 ②-2 機器制御型︓DRサービス提供者がDR実施を遠隔操作するDR⼿法。事前にDRサービス提供
者の判断でDRを実施しても良いという契約を締結した上で実施される。

 DRは主に上記①×②の組合せで実施されているが、更なる普及を図るためには、DR対応機器・設備
の拡⼤を図りつつ、需要家によるDR実施を促進するための環境整備が必要。

 DR対応機器・設備の拡⼤に向けては、DRポテンシャルを有する既設の機器･設備や、今後市場投⼊
される機器･設備をDRリソースとして活⽤するための対応が必要。また、DR実施を促進するための
環境整備に向けては、⾜下の実施状況や具体的事例を踏まえつつ、実効性のある施策の検討が必要。
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【参考】報酬と意思決定によるDRの分類

20

②意思決定の主体

２．機器制御型１．⾏動変容型

需給ひっ迫時に電気料⾦を値上げ
／再エネ有効活⽤のために電気料
⾦を値下げする等を⾏い、需要家
に代わって電⼒需要を調整

需給ひっ迫時に電気料⾦を値上げ／
再エネ有効活⽤のために電気料⾦を
値下げする等により、需要家⾃らが
電⼒需要を調整

１．電気料⾦型
①
Ｄ
Ｒ
実
施
に
対
す
る
報
酬

DRサービス提供者が需要家に代
わって電⼒需要を調整

DRサービス提供者からの依頼に応じ
て、需要家⾃らが電⼒需要を調整２．インセンティブ型
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性
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系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
 第７次エネルギー基本計画において、系統⽤を含む蓄電池は、再⽣可能エネルギー等で発電された電

⼒を蓄電し⼣⽅の需要ピーク時などに電⼒供給（いわゆるアービトラージ活⽤）できるほか、迅速な
応答性を有する調整電源として重要とされている。

 導⼊⽀援事業により系統⽤蓄電池の導⼊が進展し運⽤も開始されているが、容量市場については応札
から４年後の実需給年度に到達しておらず収⼊化に⾄っていないなか、現状の収益構造として、需給
調整市場収益が太宗を占め、アービトラージ活⽤・収益は限定的である。

 蓄電池事業者⾃らが卸電⼒市場への⼊札によりアービトラージ活⽤を⾏うことが期待される。しかし、
需給調整市場において⼀部商品、エリアで応札不⾜による約定価格の⾼⽌まりが⾒られ、卸電⼒市場
では価格ボラティリティが相対的に⼩さいという市場環境等により、⾜下では蓄電池事業者がアービ
トラージ運⽤を優先するインセンティブに乏しく、市場メカニズムだけでは電⼒システムが期待する
運⽤が実施されない恐れがある。

 他⽅、⻑期脱炭素電源オークションや容量市場で落札された調整機能を有する蓄電池のうち、10MW
以上の専⽤線オンライン接続の蓄電池においては、ストレージ式運⽤の適⽤対象となり、⼀般送配電
事業者により電⼒需要や再エネ出⼒に応じて余⼒の範囲で柔軟に運⽤され、安定供給に重要な役割を
果たすことが期待される。
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【参考】系統⽤蓄電池の運⽤実績
 令和３年度補正、令和４年度補正予算における導⼊⽀援事業により導⼊され、運転開始済みの系統⽤

蓄電池の運⽤実績として、全事業の合計収⼊のうち太宗は需給調整市場によるものであった。

導⼊⽀援事業により導⼊された系統⽤蓄電池案件における直近の収益構造※

※令和３年度補正、令和４年度補正予算事業により導⼊された系統⽤蓄電池のうち、運転開始済み案件における2024年度に得られた総収⼊の内訳。
なお、容量市場で約定している系統⽤蓄電池も存在するが、実需給断⾯に到達していないため、収益の集計に含まれていない。

その他（相対契約等）

卸電⼒市場

需給調整市場

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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【参考】系統⽤蓄電池の需給調整市場における約定単価
 需給調整市場における系統⽤蓄電池の約定単価は、他電源と⽐較して⾼い状況が続いている。

（出所）2025年10⽉29⽇ 第108回 総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・ガス事業基盤構築⼩委員会 制度検討作業部会 資料4
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【参考】アービトラージ運⽤による蓄電池の収益性分析
 系統⽤蓄電池について容量市場への応札による供給⼒提供に加え、アービトラージ運⽤というユース
ケースを想定した収益性分析の結果、⾜下のCAPEX⽔準である6.8万円/kWhでは⼗分な事業収益が
期待できないという分析結果であった。

（出所）2025年３⽉７⽇ 2024年度 定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会 結果とりまとめ
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【参考】蓄電池のストレージ式運⽤について
 需給運⽤における蓄電池の役割を鑑みて、⻑期脱炭素電源オークションや容量市場で落札された調整
機能を有する蓄電池のうち、10MW以上の専⽤線オンライン接続の蓄電池をストレージ式運⽤の適
⽤対象とすることとなった。

 これにより、⼀般送配電事業者が専⽤線オンラインを通じて取得するリアルタイムの発電出⼒
（kW）や発電可能kWhを把握しながら、⼀定の制限のもとではあるものの、時々刻々と変化する電
⼒需要や再エネ出⼒に応じて、余⼒の範囲で柔軟に運⽤（電⼒の供給・余剰電⼒の吸収）することで、
蓄電池が安定供給に重要な役割を果たすことが期待される。

 ⻑期脱炭素電源オークションで落札した蓄電池の運転開始（2027年度）に向けて、⼀般送配電事業
者は中給システム改修等の対応を進めていくこととされている。

（出所）2025年１⽉28⽇ 第105回調整⼒及び需給バランス評価に関する委員会 資料２
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系統⽤蓄電池の⽴地誘導のあり⽅について
 系統⽤蓄電池については、各種電⼒市場での取引が可能となったことによりkW価値、kWh価値、
⊿kW価値が評価されているが、電⼒システムにおける蓄電池の有効活⽤の観点から、系統の混雑緩
和といった潜在的な価値の発揮を促すことも重要。

 ノンファーム型接続の再エネの増加等に伴い、各地において将来系統混雑が発⽣する⾒込みであり、
これによる再エネの出⼒制御の抑制が課題。

 現状の対策では、系統制約による費⽤便益評価等に基づく系統増強が挙げられるが、系統⽤蓄電池の
活⽤も考えられる。

 具体的には、系統⽤蓄電池が混雑系統に⽴地され、逆潮流側の混雑時には放電の停⽌・充電を実施し、
順調流側の混雑時には充電の停⽌・放電といった運⽤が実施される場合、再エネの出⼒制御を抑制で
きるとともに、系統増強を回避・繰り延べできることも期待される。

 他⽅、系統⽤蓄電池事業者⽬線では、⾜下では混雑緩和への貢献が評価される制度がないため、その
ような⽴地への導⼊及び活⽤を⾏うインセンティブがないという課題がある。

 混雑緩和に対する蓄電池の活⽤について技術的検討が進められているが、インセンティブのあり⽅を
含めた検討課題があり、その制度設計には⻑期間を要する。

 それまでの間に導⼊される系統⽤蓄電池について、混雑緩和に貢献しうる⽴地・運⽤への誘導のあり
⽅についての議論が必要。例えば、系統⽤蓄電池の導⼊⽀援事業にて、混雑緩和に活⽤される場合は
より⾼く評価するといった措置が考えられる。
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【参考】系統混雑に関する中⻑期⾒通し
 2025年に実施した、系統制約による⾃然変動電源の2030年時点の出⼒制御の⾒通しに関する分析
において、昨年度に⽐べて年間出⼒制御量（kWh）は３倍程度に増加。

 主な増加要因は、ノンファーム型接続する⾃然変動電源等の連系想定量の増加による。

（出所）2025年９⽉24⽇ 第4回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会／電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・
ガス事業基盤構築⼩委員会 次世代電⼒系統ワーキンググループ 資料２
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【参考】系統⽤蓄電池による⾮効率な系統増強の例
 系統⽤蓄電池について、空き容量が不⾜する系統に接続され系統増強等が必要となる場合において、
重潮流時間帯に充電を⾏わない場合、設備利⽤率の低い⾮効率的な設備形成となる可能性がある。

 この課題に対し、次世代電⼒系統ワーキンググループにおいて、特定の時間帯での充電制限に同意す
ること等を前提に系統増強なく系統接続を認める対策（早期連系追加対策）を2025年4⽉に導⼊し、
さらに当該対策の柔軟化可否や、蓄電池の順潮流側の接続ルール⾒直しの検討を進めている。

（出所） 2025年１⽉23⽇ 第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会／電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・
ガス事業基盤構築⼩委員会 次世代電⼒系統ワーキンググループ 資料３
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【参考】海外における系統⽤蓄電池の送電線の運⽤容量拡⼤への活⽤
 海外では、系統事故時に系統⽤蓄電池が急速放電を⾏うことで需給バランスを維持するシステムによ
り、基幹送電線の運⽤容量を拡⼤し再エネを活⽤する事例など、系統⽤蓄電池の更なる活⽤に向けた
取組が進められている。

（出所）2023年５⽉29⽇ 第46回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー⼩委員会／電⼒・ガス事業分科会電⼒・ガス基本政策⼩委員会 系統ワーキンググループ 資料５
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【参考】系統⽤蓄電池等を活⽤したフレキシビリティ技術開発
 ローカル系統におけるDER活⽤の課題を踏まえ、系統⽤蓄電池による系統混雑緩和の費⽤便益評価等
の調査とともに、系統⽤蓄電池による逆潮流混雑緩和を実現するための技術開発・実証をNEDOにて
実施中。

 配電⽤変電所において想定される混雑に対し、DERをフレキシビリティとして活⽤することにより、
混雑緩和の実現を⽬指すシステムの検証を実施。

（出所）2024年9⽉30⽇ 第69回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会 資料2



32

１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性
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系統⽤蓄電池の設置・運⽤にかかる地域との共⽣
 系統⽤蓄電池の導⼊拡⼤が進展し電⼒システムにおいて重要な役割を期待されるなかで、その事業に

取り組む者の事業規律の確保を促すことも重要。

 太陽光発電等のその他発電事業同様に、系統⽤蓄電池事業の実施に当たっても、⼟地造成及び電気設
備の安全性確保、⽣活環境及び⾃然環境・景観の保全、適正な⼟地利⽤の確保など、様々な公益との
調整を⾏う各種の関係法令に服するとともに、地域住⺠との丁寧なコミュニケーションを実施した上
で地域への環境影響等に配慮した設置を進める必要がある。

 また、系統⽤蓄電池は、電池種によっては⽕災リスクがあるとともに、PCSの稼働や電池セルを冷却
するためのファンの稼働による騒⾳が発⽣するなど独⾃の特性があるため、これらへの対策について
も事業者が責任を持って取り組むことが重要。

 系統⽤蓄電池については、⾜下の導⼊量は再エネ等に⽐べてわずかであるものの、⼤型蓄電池による
⽕災が発⽣していること、住居近隣での建設案件も想定されていることも踏まえると、問題が顕在化
する前に対策を講じることが必要。



（出所）2025年12⽉26⽇ 第78回 総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電⼒・ガス事業分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会 資料３

【参考】公益との調整を⾏う関係法令
 蓄電池事業の実施に当たっては、太陽光発電事業等と同様に、様々な公益との調整を⾏う各種の関係法令に服
することが求められる。
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（出所）2025年９⽉30⽇ 第76回 総合エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会／電⼒・ガス事業分科会 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワーク⼩委員会 資料２

【参考】再エネにおける地域と共⽣した導⼊のための事業規律強化
 太陽光発電等の再エネにおいては、地域でトラブルを抱える事例等の対策として、地域と共⽣した導⼊のための事
業規律強化に関する措置が実施されている。
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【参考】蓄電池の安全性リスクについて

（出所）2024年7⽉4⽇ 2024年度第2回 定置⽤蓄電システム普及拡⼤検討会 資料4－3

 ⼤規模系統⽤蓄電池を含む定置⽤蓄電池の普及に伴い、世界各地で⽕災事故が発⽣。

 国内でも、2024年3⽉27⽇に⿅児島県伊佐市の蓄電池及びPCSが設置された建屋にて爆発・⽕災が発⽣。

世界における蓄電池⽕災事故の発⽣状況 国内における蓄電池⽕災事故の事例

（出所）2024年9⽉10⽇ 第21回 産業構造審議会 保安・消費⽣活⽤製品安全分科会
電⼒安全⼩委員会 電気設備⾃然災害等対策ワーキンググループ 資料3
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【参考】蓄電池の安全ガイドラインについて
 独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構（NITE）により、公共調達・重要インフラ向け蓄電池システム

の安全ガイドライン（暫定版）を策定し、2025年12⽉23⽇に公表。試験⽅法や判断基準を含む別
紙を加えた確定版の公表は、2026年5⽉頃を予定。

（出所） 2026年3⽉5⽇ 第6回 蓄電池産業戦略推進会議 資料７
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性
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蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

（出所）2026年3⽉5⽇ 第６回 蓄電池産業戦略推進会議 資料３

 エネルギー安全保障の観点から、再エネを主⼒電源化していくためには安全性と持続可能性が確保さ
れた蓄電池の安定調達が重要。

 加えて、各国の蓄電池関連の政策措置として、⽶国では中国企業による事業への関与を規制され、中
国では部素材も含めたリチウムイオン電池関連の輸出管理を拡⼤する動きがあるところ。

 こうしたサプライチェーン途絶リスクも踏まえて、部素材も含めたサプライチェーン強靱化の取組を
⾏っているメーカーが製造する蓄電池の導⼊を推進していくことが重要。
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【参考】蓄電池の安定供給の確保

（出所）2022年11⽉16⽇ 第4回 経済安全保障法制に関する有識者会議 資料１

 経済安全保障推進法に基づき、2022年12⽉に蓄電池を特定重要物資に指定し、安定供給確保に向け
た各種取組を推進しているところ。
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【参考】⻑期脱炭素電源オークションの第４回⼊札における対応の⽅向性

（出所）2026年３⽉４⽇ 第112回 総合資源エネルギー調査会 電⼒・ガス事業分科会 次世代電⼒・ガス事業基盤構築⼩委員会 制度検討作業部会 資料３

 第４回⼊札では、蓄電池の供給確保計画について経済安保推進法の認定を受けているメーカーが製造
するセルを活⽤する蓄電池の案件を優先的に約定するという⽅針が⽰された。
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【参考】経済安保推進法に基づく⽀援スキーム
 「経済安全保障推進法」及び「蓄電池に係る安定供給確保取組⽅針」に基づき、蓄電池の安定供給確保を図ろうと
する者は、その実施しようとする蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画（供給確保計画）を作成。

 事業者は供給確保計画を経済産業⼤⾂に提出して、その認定を受けることができた場合、⽀援を受けることが可能。
 国内基盤の更なる拡充を図るべく、2026年2⽉17⽇に第６弾の認定を実施。
 第７弾の募集を2026年３⽉５⽇から開始。

NEDO

①供給確保計画の申請

②計画の認定

※1 蓄電池・部素材・製造装置の設備投資及び技術開発を⽀援。
補助率は、設備投資は最⼤1/3、技術開発は最⼤1/2。

（製造装置のうち中⼩企業については設備投資1/2補助）

事業者

 供給確保計画
の作成

 交付申請書
の作成

③助成⾦※1の交付申請

④交付決定

 供給確保計画を認定
・取組⽅針への適合性等を審査
 認定事業者への⽀援内容を決定
・NEDOからの助成⾦の交付、等

経済産業⼤⾂

事業開始
助成⾦の交付

＜経済安全保障法での計画認定のスキーム＞

※詳細については、経済産業省HPの「経済安全保障推進法」をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/index.html

①対象品⽬（リチウムイオン電池及びそ
の部素材・製造装置等）

②取組内容（設備投資・技術開発）
③先端性
④規模（⾞載⽤3GWh/年 以上、

定置⽤300MWh/年 以上など）
⑤⼈材確保・育成
⑥国内の蓄電池サプライチェーン強靱
化・国内経済への寄与

⑦脱炭素及び成⻑市場への対応
⑧供給安定性
⑨取組を⾏うべき期間・期限
⑩実施体制
⑪需給ひっ迫時の対応
⑫供給能⼒の維持強化のための継続投

資・研究開発
⑬技術流出防⽌措置

＜計画認定の要件＞

※蓄電池に係る安定供給確保取組⽅針 第3章より

安定供給確保⽀援基⾦ 設置
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１．各機関による2040年度分散型エネルギーリソースの導⼊⾒通し

２．第１回WGや他審議会等の議論を踏まえた追加的論点
（１）サイバーセキュリティ確保
（２）業務・産業⽤蓄電池の普及拡⼤に向けたユースケース及び収益性に関する課題
（３）DRに対するインセンティブ等の検討
（４）系統⽤蓄電池の活⽤のあり⽅に関する課題
（５）蓄電池の導⼊拡⼤と地域共⽣
（６）蓄電池のサプライチェーンリスクへの対応

３．2040年度に向けた施策の⽅向性



需要側リソースの施策の⽅向性
 ⾜下の需要側蓄電池の導⼊量は約400万kW。⼀⽅、外部機関による2040年度の需要側蓄電池の導

⼊量の試算結果は、過去の導⼊量の増加トレンドを基に800万kW〜3,300万kW。このうち、近年
の導⼊トレンド（過去5年程度）を踏まえた三菱総合研究所の試算（3,300万kW）によれば、2040
年度において家庭⽤蓄電池は⾜下の導⼊量の約6倍（PV設置済み住宅の８〜９割程度）、業務・産業
⽤蓄電池は約5倍となっている。なお、DRについては、外部機関は、DR可能な機器や設備導⼊の⾒
通し、需要シフトの想定を基に、最⼤750万kW〜1,500万kWと試算している。
※McKinseyは、需要側蓄電池及びDR導⼊量の試算結果を供給側リソースのシナリオ分析を⾏う際の所与条件としている。

 各機関による導⼊⾒通しを踏まえれば、需要側リソースにはさらなる導⼊拡⼤の余地がある。需要側
リソースは、電気代削減やBCP対策といった需要家側の便益向上を主な⽬的に導⼊されるものである
が、需給ひっ迫への対応等により副次的に電⼒システムにも貢献しうる。これらを踏まえ、電⼒需給
バランスへの影響や社会全体で⽣じるコスト等に留意しつつ、各リソースについて以下の⽅向性で今
後のさらなる導⼊拡⼤に向けた措置を検討することとしてはどうか。

 家庭⽤及び業務・産業⽤蓄電池︓今後の継続的な導⼊の実現に向けて必要な措置を講じるととも
に、実際の導⼊状況やコスト等に係る状況を踏まえつつ、必要に応じて更なる政策措置を講じる
こととしてはどうか。

 DR︓需要側対策として電⼒システムへの更なる貢献が期待されるところ、まずは⾜下のDR実績
（特に経済DR）を把握するための⽅策を検討しつつ、 DR対応機器・設備の拡⼤に資する施策や
DR実施を促進する環境整備を検討することとしてはどうか。
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供給側リソースの施策の⽅向性
 系統⽤蓄電池の系統連系済み量は2025年9⽉末時点で約50万kW。外部機関による2040年度における

供給側蓄電池導⼊量の⾒通しの幅（280万kW〜1,000万kW）を踏まえると、引き続き導⼊を進めて
いくことが必要。

 他⽅、系統接続契約申込量は2025年9⽉末時点で約2,400万kWと、⾒通しの幅を超過しており、引
き続き申込が増加している状況にも留意が必要。

 したがい、今後の供給側蓄電池の導⼊拡⼤に向けては、事業の健全性、持続可能性や電⼒システムへの
貢献可能性等の観点から、必要性の⾼い蓄電池の重点的な導⼊と効果的な運⽤を促すような政策措置の
あり⽅について検討していくことが必要ではないか。

 系統⽤蓄電池については、健全かつ持続可能な事業を促進することに加え、蓄電池に期待される役割が
⼗分に果たされるよう、以下のような政策措置を検討するべきではないか。

 蓄電池の安全性や部素材を含めたサプライチェーン強靭化に資する蓄電池の導⼊を促進する。

 地域との共⽣や⻑期安定的な蓄電池事業への取組みを促進する。

 需給調整に加え、時間シフトによる再エネの最⼤活⽤への貢献や系統混雑緩和への貢献といった、
蓄電池が有する価値の最⼤限の活⽤を促進する。

 再エネ併設蓄電池については、FIT制度からFIP制度に移⾏を促すなど再⽣可能エネルギーの電⼒市場
への統合に貢献することに加え、出⼒制御時間帯の出⼒制御量の直接的な削減が期待されることから、
事業者のニーズを適宜把握しながら、導⼊⽀援を継続することが適切ではないか。


